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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の概要 

 
・ 平成 19 年度決算からの指標を公表 

・ 平成 20 年度決算からの財政健全化計画の策定等を義務付け 

 
１ 自治体財政の早期健全化・再生 

 

早期健全化基準     財政再生基準 
                 

①実質赤字比率 
 
②連結実質赤字比率 
 
③実質公債費比率 
 
④将来負担比率 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 公営企業の経営健全化 

経営健全化基準      
                 

・資本不足比率 
 
 
 

早
期
健
全
化
段
階 

11.25%

財
政
再
生
段
階 

16.25% 

25%

350%

35%

40%

20%

● 財政健全化団体 
・自主的な早期健全化 
・財政健全化計画の策定 
・実施状況を議会に報告 
・早期健全化が著しく困難と 
認められるときは，総務大臣

が勧告 
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● 財政再生団体 
・国の管理化での財政再生 
・財政再生計画の策定 
・財政再生計画は，総務大臣

に協議し，同意を求めるこ

とができる 
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● 経営健全化団体 
・経営健全化計画の策定 
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